
３．障害児支援の基本理念 

（３） 家族支援の提供 

こどもは、家族やその家庭生活から大きな影響を受ける。家族がこどもの障害を含め、そのこども本人のありの

ままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で様々な葛藤に直面する。様々な出来事や情報

で揺れ動く家族を、ライフステージを通じて、しっかりとサポートすることにより、こどもの「育ち」や「暮ら

し」が安定し、こども本人にも良い影響を与えることが期待できる。 

家族の支援に当たっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につながるよう取り組んでいく

ことが必要であり、家族自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること

が重要である。 

 

 

２．児童発達支援の内容 

（２） 家族支援 

こどもは、保護者や家庭生活から大きな影響を受けることから、こどもの成長や発達の基盤となる親子関係や家

庭生活を安定・充実させることが、こどもの「育ち」や「暮らし」の安定・充実につながる。このため、障害のあ

るこどもを育てる家族が安心して子育てを行うことができるよう、家族（きょうだいを含む。）と日頃から信頼関

係を構築し、障害の特性に配慮し、丁寧な「家族支援」を行うことが必要である。 

特に、保護者がこどもの発達を心配する気持ちを出発点とし、こどもの障害を含むその子のありのままを肯定し

ていくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で様々な葛藤に直面するものであり、障害があってもこども

の育ちを支えていけるような気持ちを持つことができるようになるまでの過程においては、関係者が十分な配慮

を行い、日々こどもを育てている保護者の思いを尊重するとともに、様々な出来事や情報で揺れ動く保護者に寄

り添いながら、伴走した支援が必要である。 

家族支援においては、こども本人の状況や家庭の状況等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、こど

も本人と保護者との相互の信頼関係を基本に保護者の意思を尊重する姿勢が重要である。 

 

ねらい   ・アタッチメント（愛着）の形成 

・家族からの相談に対する適切な助言等 

・障害の特性に配慮した家庭環境の整備 

 

支援内容 ＜アタッチメント（愛着）の形成＞ 

◯ 不自然な傷がある、日常的に身なりが不衛生で放置が疑われるなど虐待を受けていることが疑われるこどもにつ

いては、極度の緊張した表情や極度の甘えがみられるなどの様々な反応に対する理解や、職員とのアタッチメン

ト（愛着）の形成を含めた信頼関係の構築が重要である。 

◯ サイズに合ってない衣類を着ている、朝食を食べていない、医療機関を受診しない、生活リズムの乱れが見られ

るなど生活に困窮していることが疑われる家庭のこどもについては、食事等の基本的な生活習慣や生活リズムの

形成、食事、排泄、睡眠、衣類の着脱等の基本的生活スキルの獲得などを基盤として、様々な豊かな経験を提供

するとともに、保護者やこどもの自尊心を傷つけないよう十分配慮することが必要である。 

◯ 近年増加傾向にある外国にルーツのあるこどもについては、日本語がうまく話せないことで他のこどもとの関係

を構築することが難しいこともあり、学習が進みにくい、あるいは、文化の違いなどにより差別やいじめを受け

る場合もあるなど、生活上の困難さを感じているこどもも多いことから、支援に当たっては、まずはこどもが持

つ困難さを把握し、それぞれの困難さに対して具体的にどのような支援が必要かを「多文化共生」という視点を

入れながら考えていくことが重要である。 

・こどもの信頼感を育み、家族や周囲の人と安定した関係を形成するための支援 

 

＜家族からの相談に対する適切な助言等＞ 

・家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助 

・こどもの発達上のニーズについての気づきの促しとその後の支援 

・こどもの抱き方や食事のとり方等の具体的な介助方法についての助言・提案 



・家族のレスパイトの時間の確保や就労等による預かりニーズに対応するための延長支援 

・心理的カウンセリングの実施 

・保護者同士の交流の機会の提供 

・きょうだい同士の交流の機会の提供やきょうだいに対する相談援助 

 

＜障害の特性に配慮した家庭環境の整備＞ 

・こどもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助、講座、ペアレント・トレーニングの実施 

・家族に対する支援場面を通じた学びの機会の提供 

 

（支援に当たっての配慮事項） 

乳幼児期は、親が障害のあるこどもを育てる初期の不安な時期であり、孤立感を感じやすい時期でもある。その

ため、こどもと家族を早期から支援することで、孤立感を軽減できるようトータルに支援していくことが重要で

ある。 

以下は、家族のさまざまな不安や負担を軽減していく観点から特に配慮すべき内容を示しており、「家族支援」の

提供に当たり留意すること。 

○ 「家族支援」は、大きなストレスや負担にさらされている母親が中心となる場合が多いが、父親やきょうだい、

さらには祖父母など、家族全体を支援していく観点が必要である。 

○ 「家族支援」は、家族がこどもの障害の特性等を理解していくために重要な支援であるが、理解のプロセス及

び態様は、それぞれの家族で異なることを理解することが重要である。 

○ 特に、こどもの障害の特性等の理解の前段階として、「気づき」の支援も「家族支援」の重要な内容であり、個

別性に配慮して慎重に行うことが大切である。 

○ 「家族支援」において明らかとなってくる虐待（ネグレクトを含む。）の疑いや保護者自身の精神的な状態、

経済的な課題、ＤＶ等の家族関係の課題等に応じて心理カウンセリング等、専門的な支援が必要な場合は、適切

な関係機関につないでいく等の対応が求められる。 

○ 「家族支援」は、必要に応じて、障害児相談支援事業所、他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、

居宅介護（ホームヘルプ）や短期入所（ショートステイ）等を実施する障害福祉サービス事業所、発達障害者支

援センター、医療的ケア児支援センターや医療的ケア児等コーディネーター、児童相談所、こども家庭センター、

専門医療機関、保健所等と緊密に連携を図り実施することが必要である。 

○ 社会的養護の状況にあるこどもの場合には、児童養護施設や里親、ファミリーホーム等、家族とは異なる場で

生活をしている場合もあり、そのような場合には、こどもの暮らしを支える関係者と緊密な連携を図っていくこ

とも必要である。 

 

 

６．保護者との関わり 

職員は、こどもや保護者の満足感、安心感を高めるために、提供する支援の内容を保護者とともに考える姿勢を持

ち、こどもや保護者に対する丁寧な説明を常に心がけ、こどもや保護者の気持ちに寄り添えるように積極的なコミ

ュニケーションを図る必要がある。 

（１） 保護者との連携 

○ 職員は、日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や発達上のニーズについて共通理解

を持つことが重要である。このため、医療的ケアや介助の方法、適切な姿勢、気になること等について、連絡ノ

ート等を通じて保護者と共有することが必要である。また、保護者の希望やニーズに応じて、こどもの行動変容

を目的として、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶペアレント・トレ

ーニング等を活用しながら、共にこどもの育ちを支えられるよう支援したり、環境整備等の支援を行ったりする

ことが必要である。 

○ 設置者・管理者は、送迎時の対応について、事前に保護者と調整しておくことが必要である。また、事業所等

内でのトラブルやこどもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に保護者と調整し、その内容について職員

間で周知徹底しておく必要がある。 

○ 設置者・管理者は、職員が行う保護者への連絡や支援について、随時報告を受けることや記録の確認等により、



把握・管理することが必要である。 

 

（２） こどもや保護者に対する説明等 

職員は、こどもや保護者が児童発達支援を適切かつ円滑に利用できるよう、適切な説明を十分に行うとともに、

必要な支援を行う責務がある。 

① 運営規程の周知 

○ 設置者・管理者は、運営規程について、事業所内の見やすい場所に掲示する等により、その周知を図る必要が

ある。 

② こどもや保護者に対する運営規程や支援プログラム、児童発達支援計画の内容についての丁寧な説明 

○ 設置者・管理者は、こどもや保護者に対し、利用申込時において、運営規程や支援プログラム、支援の内容を

理解しやすいように説明を行う必要がある。特に、支援の内容、人員体制（資格等）、利用者負担、苦情解決の

手順、緊急時の連絡体制等の重要事項については文書化の上、対面で説明する。 

○ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の内容について、その作成時、変更時にこどもと保護者に対し

て丁寧に説明を行う必要がある。 

○ 聴こえない又は聴こえにくいこどもや保護者の場合には、これらの説明に際して、どのような方法による説明

を希望するか確認の上、丁寧に対応することが求められる。 

③ 家族に対する相談援助等 

○ 職員は、家族が相談しやすいような関係性や雰囲気をつくっていくことが必要である。 

そのためには、日頃から家族と意思疎通を図りながら、信頼関係を構築していくことが重要である。 

○ 職員は、家族が悩みなどを自分だけで抱え込まないように、家族からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きな

がら、家族の困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行うことも必要である。例えば、定期的な面談や訪

問相談等を通じて、子育ての悩み等に関する相談援助を行ったり、こどもの障害特性についての理解が促される

ような支援を行ったりすることが必要である。 

○ 職員は、父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりすることにより、保護者同士が交流して理解

を深め、保護者同士のつながりを密にして、安心して子育てを行っていけるような支援を行うことが必要であ

る。また、「家族支援」は、対象を保護者に限った支援ではなく、きょうだいや祖父母等への支援も含まれる。

特にきょうだいは、心的負担等から精神的な問題を抱える場合も少なくないため、例えば、きょうだい向けのイ

ベントを開催する等の対応を行っていくことも必要である。 

○ 設置者・管理者は、職員に対して、定期的な面談や家族に対する相談援助を通じた「家族支援」について、そ

の適切な実施を促すとともに、随時報告を受けることや記録の確認等により、把握・管理する必要がある。 

④ 苦情解決対応 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援に関するこどもや家族からの苦情（虐待に関する相談を含む。）について、

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口や苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員

の設置、解決に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られる仕組みを構築することが必要である。 

○ 設置者・管理者は、苦情受付窓口について、こどもや家族に周知するとともに、第三者委員を設置している場

合には、その存在についても、こどもや家族に周知する必要がある。 

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応する必要がある。 

○ 苦情が発生した場合の迅速かつ適切な対応は重要であるが、苦情につながる前にリスクマネジメントをするこ

とで防ぐことが可能な苦情もあることから、苦情になる前のリスクマネジメントを行うことも重要である。 

○ 暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）等についても、その対

策について検討することが必要である。 

⑤ 適切な情報提供 

○ 事業所等は、定期的に通信等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや家族に対して発信

することが必要である。 

○ こどもや家族に対する情報提供に当たっては、視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、手話等による情報

伝達を行うなど丁寧な配慮が必要である。 


